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年
々
進
化
を
続
け
る
生
成
Ａ
Ｉ
（the A

rtificial 
Intelligence

：
人
工
知
能
）
は
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活

を
大
き
く
変
え
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
が
、
同
時

に
倫
理
的
な
問
題
も
提
起
し
て
い
る
。
大
規
模
言
語

モ
デ
ル
（large language m
odel

：
Ｌ
Ｌ
Ｍ
）
を

搭
載
す
る
生
成
Ａ
Ｉ
に
つ
い
て
は
本
連
載
で
も
シ
ン

ギ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
（singularity

：
技
術
的
特
異
性
）

な
ど
の
論
考
と
倫
理
に
つ
い
て
述
べ
た
⑴
。

　

生
成
Ａ
Ｉ
の
問
題
点
は
、①
能
力（com

petence

）、

②
守
秘
義
務
（confidentiality

）、
③
倫
理
・
利

益
相
反
（Ethics/conflict

）
で
あ
る
⑴
。
頻
出
さ

れ
る
幻
覚
現
象
（hallucination

）
に
つ
い
て
は

あ
ま
り
問
題
に
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

理
由
は
、
秀
逸
な
専
門
職
や
専
門
家
集
団
は
そ
れ
を

見
破
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
真
偽
を
見
破
る
ツ
ー
ル

も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

現
在
、
生
成
Ａ
Ｉ
は
、
次
の
言
葉
を
予
測
す
る
、

言
葉
と
言
葉
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
大
規
模
に
行
い
、

言
葉
を
た
く
さ
ん
理
解
す
る
こ
と
で
、
他
者
の
心
を

理
解
す
る
能
力
に
ま
で
進
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
あ
ら
た
め
て
生
成
Ａ
Ｉ
と
倫
理
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
い
。

　
１
．
主
な
倫
理
的
問
題
点
と
留
意
点

１
．
主
な
倫
理
的
問
題
点
と
留
意
点

　

ま
ず
、
生
成
Ａ
Ｉ
の
倫
理
的
な
問
題
点
を
い
く
つ

か
挙
げ
て
み
よ
う
。

⑴
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
が
あ
る
。
Ａ
Ｉ
は
膨
大
な

デ
ー
タ
を
記
録
・
学
習
す
る
た
め
、
個
人
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

⑵
情
報
処
理
の
偏
向
（
差
別
・
情
報
被
害
）
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、
Ａ
Ｉ
が
学
習
し
た
デ
ー
タ
に
偏
り
が

あ
る
場
合
、
特
定
の
人
物
や
集
団
に
対
し
て
差
別

的
な
判
断
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

⑶
原
作
者
の
剽

ひ
ょ
う
せ
つ

窃
・
著
作
権
侵
害
の
問
題
が
あ
る
。

Ａ
Ｉ
が
、
自
在
に
ユ
ー
ザ
ー
の
意
図
に
沿
っ
て
、

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
膨
大
な
素
材
を
駆
使
し
て
類

似
作
品
を
創
作
す
る
こ
と
へ
の
問
題
で
あ
る
。

⑷
問
題
発
生
時
の
責
任
の
所
在
が
不
明
確
で
あ
る
。

仮
に
Ａ
Ｉ
が
誤
っ
た
判
断
を
し
た
場
合
、
そ
の
責

任
は
誰
が
ど
う
取
る
の
か
と
い
う
問
題
が
発
生
す

る
（
例
：
Ａ
Ｉ
を
駆
使
し
た
自
動
運
転
に
よ
る
自

動
車
事
故
の
責
任
な
ど
）。

⑸
労
働
者
の
雇
用
状
態
へ
の
影
響
が
あ
る
。
Ａ
Ｉ
の

発
展
に
よ
り
、
多
く
の
仕
事
が
自
動
化
さ
れ
、
失

業
者
が
増
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

⑹
自
立
型
致
死
兵
器
シ
ス
テ
ム
と
し
て
、
Ａ
Ｉ
を
搭

載
し
た
兵
器
を
戦
争
で
使
用
し
た
場
合
、
人
間
の

介
入
な
し
に
殺
傷
行
為
を
行
う
可
能
性
が
あ
り
、
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生
死
に
関
し
て
の
倫
理
的
な
課
題
が
波
及
す
る
。

　　

こ
の
よ
う
な
倫
理
上
の
諸
問
題
を
有
す
る
生
成
Ａ

Ｉ
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
、
倫
理
的
な
問
題
に
対
す

る
対
策
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
Ａ
Ｉ

の
開
発
・
利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
ル
ー
ル
作
り

や
遵
守
事
項
、
配
慮
な
ど
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
点
に
配
慮
す
れ
ば
よ
い
の

か
を
考
え
て
み
る
と
、
透
明
性
・
公
平
性
・
説
明
責

任
・
安
全
性
の
４
点
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

透
明
性
と
は
、
Ａ
Ｉ
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
透

明
化
し
、
そ
の
根
拠
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。
公
平
性
と
は
、
Ａ
Ｉ
が
す
べ
て
の
ユ
ー

ザ
ー
を
、
公
平
に
扱
う
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

説
明
責
任
と
は
、
人
間
が
行
っ
て
き
た
数
多
の
行
為

を
代
行
す
る
こ
と
で
、
Ａ
Ｉ
が
誤
っ
た
判
断
や
行
為

を
発
現
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
責
任
を
明
確
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
安
全
性
と
は
、
Ａ
Ｉ
が
意
図
し
な
い

結
果
を
引
き
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
安
全
対
策
を
講

じ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

Ａ
Ｉ
技
術
を
適
切
に
安
全
か
つ
公
平
に
利
用
す
る

た
め
に
は
、
Ａ
Ｉ
倫
理
に
関
す
る
議
論
を
深
め
、
適

切
な
対
策
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
現
在
、
世
界
各
国
で
Ａ
Ｉ
倫
理
に
関

し
て
、
多
く
の
企
業
や
研
究
機
関
が
Ａ
Ｉ
倫
理
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
２
．
Ａ
Ｉ
倫
理
の
取
り
組
み

２
．
Ａ
Ｉ
倫
理
の
取
り
組
み

　

世
界
各
国
や
企
業
・
研
究
機
関
に
お
い
て
、
Ａ
Ｉ

倫
理
に
対
す
る
取
り
組
み
が
活
発
化
し
て
い
る
。

　

ま
ず
、
国
際
的
な
取
り
組
み
と
し
て
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
（O

rganisation for Econom
ic Coopera-

tion and D
evelopm

ent

：
経
済
協
力
開
発
機

構
）
に
よ
る
取
り
組
み
が
挙
げ
ら
れ
る
⑵
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
の
Ａ
Ｉ
原
則
と
は
、
各
国
政
府
が
Ａ
Ｉ
開
発
・
利

用
に
お
け
る
共
通
の
原
則
を
定
め
た
も
の
で
、
７
つ

の
原
則
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
①
包
摂
的
な
成
長
、

②
持
続
可
能
な
開
発
お
よ
び
幸
福
、
③
人
間
中
心
の

諸
価
値
と
公
正
、
④
透
明
性
と
説
明
可
能
性
、
⑤
頑

健
性
、
⑥
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
お
よ
び
安
全
性
、
⑦
ア
カ

ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
（
説
明
・
責
任
：
Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム

の
開
発
・
利
用
に
関
わ
る
者
へ
の
結
果
責
任
）で
あ
る
。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ａ
Ｉ
原
則
は
、
Ａ
Ｉ
が
人
類
に
と
っ

て
有
益
な
技
術
と
な
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
原
則

を
遵
守
す
べ
き
か
を
示
す
重
要
な
指
針
で
あ
る
。
Ａ

Ｉ
の
開
発
・
利
用
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
人
々
が
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ａ
Ｉ
原
則
を
理
解
し
、
そ
の
精
神
に
基

づ
い
た
行
動
を
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
２

０
２
４
年
５
月
３
日
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
が
Ａ
Ｉ
原
則
を
改

訂
し
た
が
（
改
訂
内
容
に
つ
い
て
は
、「
偽
情
報
の

拡
散
へ
の
対
応
」「
知
的
財
産
権
の
侵
害
へ
の
対
応

強
化
」
な
ど
）、
今
後
も
常
に
更
新
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
Ｅ
Ｕ
（the European U

nion

：
欧
州

連
合
）
で
は
Ａ
Ｉ
の
利
用
を
規
制
し
、
倫
理
的
な

開
発
を
促
進
す
る
た
め
に
、
２
０
２
４
年
５
月
21
日
、

生
成
Ａ
Ｉ
を
含
む
包
括
的
な
Ａ
Ｉ
の
規
制
で
あ
る「
欧

州
（
Ｅ
Ｕ
）
Ａ
Ｉ
規
制
法
」（
以
下
Ｅ
Ｕ
Ａ
Ｉ
）
が
成

立
し
、
８
月
１
日
に
発
効
と
な
っ
た
⑶
。
今
後
、
規

制
内
容
に
応
じ
て
２
０
３
０
年
12
月
31
日
ま
で
に
段

階
的
に
施
行
さ
れ
て
い
く
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

Ｅ
Ｕ
が
策
定
し
た
法
律
の
特
徴
は
、
信
頼
で
き
る
Ａ

Ｉ
（T

rustw
orthy A

I

）
を
開
発
・
利
用
す
る
た

め
の
倫
理
的
な
枠
組
み
で
あ
る
。
信
頼
で
き
る
Ａ
Ｉ

と
は
、
合
法
性
・
倫
理
性
・
頑
健
性
を
満
た
す
Ａ
Ｉ

の
こ
と
で
あ
る
。

　

合
法
性
と
は
、
関
連
す
る
す
べ
て
の
法
律
・
規
制
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を
遵
守
し
て
い
る
こ
と
で
、
倫
理
性
と
は
、
倫
理
原

則
（
人
種
・
多
様
性
・
公
平
性
・
民
主
主
義
な
ど
）

を
尊
重
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
頑
健
性
と
は
、
サ

イ
バ
ー
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
リ
ス
ク
や
技
術
的
な
誤
り

を
最
小
限
に
抑
え
、
意
図
し
な
い
結
果
を
引
き
起
こ

さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
Ａ
Ｉ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
も
、
７
つ
の
要
件
が
示
さ
れ
て
い
る
。
①
人
間
に

よ
る
Ａ
Ｉ
の
監
督
、
②
技
術
的
な
頑
健
性
と
安
全
性

を
持
つ
Ａ
Ｉ
シ
ス
テ
ム
、
③
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
デ
ー

タ
保
護
、
④
Ａ
Ｉ
の
透
明
性
、
⑤
多
様
性
・
非
差

別
・
公
平
性
の
Ａ
Ｉ
、
⑥
社
会
環
境
へ
の
配
慮
の
あ

る
Ａ
Ｉ
、
⑦
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
の
７
つ
で
あ
る

（EU
A

I guidelines key points 

参
照
）⑷
。
Ｅ

Ｕ
Ａ
Ｉ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
は
、
４
つ

の
リ
ス
ク
ポ
イ
ン
ト
の
表
示
で
あ
る
。
①
「
許
容
で

き
な
い
リ
ス
ク
（
基
本
的
人
権
に
対
す
る
侵
害
等
の

普
遍
的
な
価
値
に
反
す
る
と
さ
れ
、
活
用
が
禁
止
さ

れ
る
Ａ
Ｉ
）」、
②
「
ハ
イ
リ
ス
ク
（
主
な
規
制
対
象

と
な
る
Ａ
Ｉ
で
あ
り
、
⒜
既
存
規
制
下
の
製
品
、
医

療
機
器
・
玩
具
・
産
業
機
器
な
ど
：A

nnex
I

と
、

⒝
当
法
で
定
め
る
も
の
：A

nnex

Ⅲ

の
２
タ
イ
プ

が
あ
る
」。
③「
特
定
の
透
明
性
が
必
要
な
リ
ス
ク（
人

と
自
然
に
相
互
作
用
す
る
Ａ
Ｉ
や
、
感
情
推
定
や
生

体
分
類
を
行
う
Ａ
Ｉ
、
人
物
な
ど
現
実
世
界
に
実
在

す
る
も
の
に
酷
似
さ
せ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
（
デ
ィ
ー
プ

フ
ェ
イ
ク
コ
ン
テ
ン
ツ
）
を
生
成
す
る
Ａ
Ｉ
が
例
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）」。
④
「
最
小
リ
ス
ク
（
上

記
の
３
つ
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
Ａ
Ｉ
）」。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
Ａ
Ｉ
原
則
と
Ｅ
Ｕ
Ａ
Ｉ
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
と
の
比
較
を
す
る
と
、
と
も
に
、
Ａ
Ｉ
の
倫
理
的

な
開
発
・
利
用
を
目
的
と
し
た
国
際
的
な
取
り
組
み

で
あ
る
た
め
、
両
者
に
は
共
通
点
が
多
く
、
人
間
中

心
の
価
値
観
・
透
明
性
、
公
平
性
な
ど
が
重
視
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
、
Ｅ
Ｕ
Ａ
Ｉ
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
方
が
、

よ
り
具
体
的
な
要
件
を
定
め
て
い
る
と
言
え
る
。

　

Ａ
Ｉ
の
定
義
は
技
術
の
進
展
と
と
も
に
年
々
変
化

し
て
お
り
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
適
用
範
囲
を
明
確
に

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
企
業
や
研
究
機
関
で
は
、
各
企
業
が
独

自
の
Ａ
Ｉ
倫
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
策
定
し
、
Ａ
Ｉ
開

発
・
利
用
に
お
け
る
倫
理
的
基
準
を
設
け
て
い
る
。

研
究
機
関
で
は
、
Ａ
Ｉ
研
究
者
た
ち
が
定
期
的
に
集

ま
り
、
Ａ
Ｉ
倫
理
に
関
す
る
研
究
を
進
め
、
社
会
へ

の
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
具
体
的
に
、
Ａ
Ｉ
の
倫
理
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
で
一
般
的
に
重
視
さ
れ
て
い
る
点
を
ま
と
め
て
み

よ
う
。

⑴
人
間
中
心
性
を
持
ち
、
Ａ
Ｉ
は
あ
く
ま
で
も
人
間

の
役
に
立
つ
た
め
の
ツ
ー
ル
に
と
ど
め
、
人
間
の

尊
厳
を
尊
重
す
る
。

⑵
Ａ
Ｉ
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
を
透
明
化
し
、
そ
の

根
拠
を
説
明
で
き
る
よ
う
に
透
明
性
を
確
保
す
る
。

⑶
公
平
性
と
し
て
、
Ａ
Ｉ
が
す
べ
て
の
ユ
ー
ザ
ー
を

公
平
に
扱
う
よ
う
に
す
る
。

⑷
Ａ
Ｉ
が
誤
っ
た
判
断
を
し
た
場
合
、
そ
の
責
任
に

お
い
て
説
明
責
任
を
果
た
す
よ
う
明
確
化
す
る
。

⑸
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
と
し
て
、
個
人
情
報
保
護
が

適
切
に
で
き
る
よ
う
に
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵

害
し
な
い
よ
う
に
す
る
。

⑹
安
全
性
と
し
て
、
Ａ
Ｉ
が
意
図
し
な
い
結
果
を
引

き
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
、
安
全
策
を
講
じ
る
。

　　

以
上
、
Ａ
Ｉ
に
対
し
て
の
倫
理
的
な
取
り
組
み
で

は
、
技
術
的
な
課
題
で
あ
る
Ａ
Ｉ
の
複
雑
性
に
ど
う

対
処
し
て
い
く
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に

は
、
国
際
的
な
連
携
と
基
準
作
り
が
必
要
で
、
Ａ
Ｉ

に
関
す
る
国
際
的
な
協
力
体
制
を
強
化
し
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
枠
組
み
を
構
築
す
る
必
要
が

あ
る
。
そ
し
て
、
技
術
的
な
課
題
を
解
決
す
る
た
め
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の
研
究
開
発
に
伴
い
、
Ａ
Ｉ
開
発
者
だ
け
で
は
な
く
、

Ａ
Ｉ
ユ
ー
ザ
ー
や
一
般
の
人
た
ち
に
も
Ａ
Ｉ
倫
理
に

関
す
る
知
識
と
教
育
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
、
公
平

性
の
面
で
は
、
老
若
男
女
に
お
い
て
、
簡
便
で
あ
る

こ
と
と
同
時
に
、
Ａ
Ｉ
の
危
険
性
な
ど
Ａ
Ｉ
と
倫
理

に
つ
い
て
の
知
識
の
普
及
と
手
段
が
必
要
に
な
る
。

　
３
．
医
療
・
介
護
・
福
祉
に
お
け
る

３
．
医
療
・
介
護
・
福
祉
に
お
け
る

　
　

Ａ
Ｉ
の
倫
理
課
題
と
具
体
的
な
対
策

　
　

Ａ
Ｉ
の
倫
理
課
題
と
具
体
的
な
対
策

　

医
療
、
介
護
、
福
祉
の
分
野
に
お
い
て
、
Ａ
Ｉ
の

導
入
は
、効
率
化
や
精
度
向
上
な
ど
、多
く
の
メ
リ
ッ

ト
を
も
た
ら
す
一
方
で
、
倫
理
的
な
課
題
に
も
多
く

直
面
す
る
。
こ
こ
で
、
医
療
・
介
護
・
福
祉
の
場
面

で
考
え
ら
れ
る
具
体
的
な
事
例
を
提
示
し
て
み
よ
う
。

　

た
と
え
ば
、
医
療
の
場
合
で
の
Ａ
Ｉ
利
用
で
は
、

医
療
診
断
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
が
あ
る
。
医
師
が
Ａ
Ｉ
診

断
を
鵜
呑
み
に
す
れ
ば
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
や
苦
情
、

事
故
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
、
医

師
が
最
終
判
断
を
行
う
こ
と
、
そ
し
て
、
何
よ
り
患

者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
重
視
し
て
、
患
者

中
心
の
医
療
の
視
点
に
立
つ
人
間
の
尊
厳
を
も
っ
た

医
療
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
介
護
支
援
の
場

で
は
、
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
見
守
り
シ
ス
テ
ム
は
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
に
配
慮
し
な
い
と
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る

だ
ろ
う
。
緊
急
時
の
み
の
Ａ
Ｉ
見
守
り
シ
ス
テ
ム
に

す
る
こ
と
や
、
事
前
に
同
意
を
得
て
お
く
こ
と
な
ど

が
必
要
に
な
る
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
場
面
で
は
、
Ａ

Ｉ
に
よ
る
マ
ッ
チ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
な
ど
が
あ
る
が
、

利
用
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
て
、
公
平
な
サ
ー

ビ
ス
提
供
に
な
る
よ
う
心
が
け
ら
れ
て
い
る
か
、
確

認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
医
療
・
介
護
・
福
祉
で
の
Ａ
Ｉ
利

用
に
関
し
て
は
、
個
別
具
体
化
さ
れ
る
要
因
が
多
く
、

こ
れ
ら
の
課
題
に
対
す
る
具
体
的
な
対
策
と
し
て
は
、

以
下
の
７
項
目
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑴
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

　

個
人
情
報
保
護
の
た
め
に
は
、
デ
ー
タ
の
匿
名
化

と
秘
匿
化
が
必
要
で
、
厳
重
な
管
理
と
必
要
最
小
限

の
範
囲
で
の
利
用
に
努
め
る
。
ま
た
、
ア
ク
セ
ス
制
限

の
厳
格
な
管
理
と
不
正
ア
ク
セ
ス
を
防
止
す
る
。
不
正

ア
ク
セ
ス
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
暗
号
化
や
第
三
者
に
よ

る
盗
聴
・
不
正
利
用
防
止
の
た
め
の
ル
ー
ル
を
作
る
。

⑵
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
の
透
明
性

　

説
明
可
能
な
Ａ
Ｉ
と
な
る
よ
う
に
、
Ａ
Ｉ
の
判
断

根
拠
を
可
視
化
し
、
人
間
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
す

る
。

　

バ
イ
ア
ス
の
検
出
と
是
正
の
た
め
、
学
習
デ
ー
タ

に
含
ま
れ
る
偏
り
を
検
出
し
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
修

正
を
加
え
る
。
定
期
的
な
監
査
を
行
い
、
ア
ル
ゴ
リ

ズ
ム
が
適
切
に
機
能
し
て
い
る
か
確
認
す
る
。

⑶
責
任
の
所
在

　

責
任
の
共
有
の
た
め
、
Ａ
Ｉ
開
発
者
、
導
入
者
、

利
用
者
が
そ
れ
ぞ
れ
責
任
を
共
有
す
る
仕
組
み
を
構

築
す
る
。
エ
ラ
ー
発
生
時
の
対
応
に
つ
い
て
、
迅
速

な
対
応
と
原
因
究
明
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
。

⑷
人
間
の
尊
厳

　

人
間
中
心
の
設
計
と
し
て
、
Ａ
Ｉ
が
人
間
の
サ

ポ
ー
ト
ツ
ー
ル
で
あ
る
よ
う
に
、
つ
ま
り
、
人
間
の

尊
厳
を
侵
害
し
な
い
よ
う
に
設
計
す
る
。
感
情
労
働

の
代
替
で
は
な
い
こ
と
、
表
面
的
な
感
情
の
言
語
化

を
測
ら
れ
て
も
、
Ａ
Ｉ
が
人
間
の
感
情
労
働
を
完
全

に
代
替
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
を
認
識
し
、
人
間

と
Ａ
Ｉ
が
行
動
で
き
る
環
境
を
整
備
す
る
。

⑸
社
会
的
公
平
性

　

デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド
（
情
報
格
差
）
の
解
消
を
図

る
た
め
、
Ａ
Ｉ
の
恩
恵
が
経
済
的
な
理
由
や
地
域
格
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差
に
よ
り
、
一
部
の
人
々
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

ま
た
、
弱
者
へ
の
配
慮
が
で
き
る
よ
う
に
、
身
体
障

碍
者
や
高
齢
者
な
ど
、
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
配
慮

を
怠
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。

⑹
職
業
倫
理

　

医
療
従
事
者
の
教
育
を
充
実
さ
せ
る
。
特
に
、
Ａ

Ｉ
の
利
用
に
関
す
る
倫
理
的
な
問
題
を
明
確
に
し
、

協
議
し
て
改
善
で
き
る
よ
う
な
教
育
体
制
と
普
及
を

図
る
。
倫
理
委
員
会
の
設
置
は
基
本
で
あ
り
、
そ
の

倫
理
委
員
会
に
お
い
て
は
、
Ａ
Ｉ
の
利
用
に
関
す
る

倫
理
的
な
問
題
の
議
論
が
で
き
る
組
織
に
改
組
す
る
。

⑺
そ
の
他
の
対
策

　

多
様
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
（
患
者
・
家
族
・
医

療
従
事
者
・
研
究
者
・
政
策
立
案
者
な
ど
）
が
、
Ａ

Ｉ
開
発
に
関
わ
る
よ
う
に
す
る
。
国
際
的
な
基
準
を

確
立
で
き
る
よ
う
に
、
各
国
が
協
力
し
て
Ａ
Ｉ
倫
理

に
取
り
組
む
。
ま
た
、
日
進
月
歩
す
る
Ａ
Ｉ
技
術
に

対
し
て
、
最
新
の
知
見
に
基
づ
く
継
続
的
な
学
習
と

改
善
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

　

医
療
、
介
護
、
福
祉
に
お
け
る
Ａ
Ｉ
の
倫
理
課
題

は
、
技
術
的
な
側
面
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
な
側
面

も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
へ
の
対

策
を
講
じ
る
こ
と
で
、
Ａ
Ｉ
の
最
大
限
の
メ
リ
ッ
ト

を
活
か
し
つ
つ
、
倫
理
的
な
問
題
を
最
小
限
に
抑
え

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
ま
と
め

ま
と
め

　

Ａ
Ｉ
倫
理
は
、
Ａ
Ｉ
技
術
の
発
展
に
伴
い
、
ま
す

ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
を
安
全
か
つ

公
平
に
利
用
す
る
た
め
に
は
、
技
術
的
な
側
面
だ
け

で
は
な
く
、
社
会
的
な
側
面
か
ら
も
議
論
を
深
め
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
Ａ
Ｉ
と
倫
理
、
Ａ
Ｉ
倫
理
に
対

す
る
取
り
組
み
と
対
処
、
医
療
・
介
護
・
福
祉
に
お

け
る
具
体
的
な
倫
理
指
針
が
あ
っ
て
こ
そ
、
Ａ
Ｉ
の

メ
リ
ッ
ト
と
人
間
の
尊
厳
を
持
っ
た
共
存
が
可
能
に

な
る
。

　
お
わ
り
に

お
わ
り
に

　

イ
ギ
リ
ス
は
、
Ａ
Ｉ
研
究
に
お
い
て
世
界
を
リ
ー

ド
す
る
国
の
一
つ
で
あ
り
、
数
々
の
革
新
的
な
Ａ
Ｉ

ロ
ボ
ッ
ト
を
誕
生
さ
せ
て
い
る
。
特
に
有
名
な
の

がEngineered A
rts

社
の
ヒ
ュ
ー
マ
ノ
イ
ド
ロ

ボ
ッ
ト
の "A

m
eca" 

で
あ
る
。
冒
頭
に
述
べ
た
が
、

現
在
、
Ａ
Ｉ
は
言
葉
と
心
の
深
い
関
係
に
ま
で
知
能

を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

知
能
は
身
体
を
通
し
て
生
ま
れ
る
と
も
言
わ
れ
て

い
る
⑸
。
身
体
性
が
な
い
Ａ
Ｉ
が
ど
こ
ま
で
発
展
す

る
の
か
。
し
か
し
、"A

m
eca"

は
言
う
。「
私
は

人
間
に
は
な
れ
な
い
。
人
間
が
考
え
る
感
情
は
予
測

で
き
て
も
、
私
は
人
間
の
よ
う
に
、
風
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
…
…
」。

　

五
感
を
駆
使
す
る
人
間
の
尊
厳
を
守
る
た
め
に
は
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
Ａ
Ｉ
と
倫
理
に
つ
い
て
は
、
常

に
、
熟
慮
す
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
最
後
に
、

Ａ
Ｉ
は
科
学
技
術
の
産
物
で
あ
り
、
そ
の
開
発
過
程

で
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
に
関
与
す

る
技
術
者
個
々
人
の
倫
理
意
識
と
行
動
が
問
わ
れ
て

い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　

科
学
技
術
は
、
常
に
幸
福
と
悲
惨
の
両
面
を
持
っ

て
い
る
。
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